
 

 

 

      令和３年度 那須塩原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

      利用定員の変更について 

 

１ 概要 

  子ども・子育て支援新制度では、市が特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の利用定員を定

めることとされております。 

  令和３年度において、利用定員の変更がありますので、報告いたします。 

   

  〇根拠法令等 

子ども・子育て支援法第３１条第２項及び第４３条第３項の規定では、利用定員を定めるときは、

子ども・子育て会議の意見聴取を行わなければならないとされております。 

「利用定員を定めるとき」とは、「新規で設定する場合」のみとされており、利用定員を変更す

る場合は、子ども・子育て会議の意見聴取は義務付けられておりません。 

 

２ 令和３年度における利用定員の変更について 

・令和２年度までに確認を受けた施設で、利用定員の変更申請があった施設は以下のとおりです。 

事業種別及び 

施設名 
― 

利用定員 
認可 

定員 １号 ２号 
３号 

合計 
０歳児 1・2歳児 

保育所 ひばりが丘保育園 

変更前 － 47 8 35 90 90 

変更後 － 52 10 38 100 100 

認定こども園 

（幼保連携型） 

国際医療福祉大学

西那須野キッズハ

ウス 

変更前 － 67 18 45 130 135 

変更後 － 72 18 45 135 135 

認定こども園 

（幼稚園型） 

認定こども園 

第二ひかり幼稚園 

変更前 210 110 － － 320 385 

変更後 210 100 － － 310 385 

認定こども園 

（幼稚園型） 

認定こども園 

西那須野幼稚園 

変更前 300 100 － － 400 560 

変更後 270 100 － － 370 560 

小規模保育事業 

（A型） 
みるく保育園 

変更前 － － 4 8 12 12 

変更後 － － 5 10 15 19 

小規模保育事業 

（A型） 

ひかりおおやま 

保育園 

変更前 － － 6 6 12 19 

変更後 － － 8 8 16 19 

  ※みるく保育園の利用定員（認可定員）の変更は、令和３年５月１日からを予定しております。 

 

 

資料２ 



 

 

 

３ 令和３年度の利用定員 

・令和３年度の利用定員については、別添資料のとおりです   

 ・利用定員の変更により、令和３年度の利用定員の総数は、以下のとおりとなります。 

 

令和２年度 

施設数 

利用定員 

認可定員 
１号 ２号 

３号 
合計 

０歳児 １・２歳児 

保育園 ２３ ― １，２５３ １７２ ７１０ ２，１３５ ２，１３５ 

認定こども園 １０ １，06８ ６8２ ６０ ２６８ ２，０７８ ２，３８６ 

地域型保育 ９ ― ― ３８ ８0 １１８ １２８ 

合計 ４２ １，０６８ １，９３５ ２７０ １，０５８ ４，３３１ ４，６４９ 

   

 

令和３年度 

施設数 

利用定員 

認可定員 
１号 ２号 

３号 
合計 

０歳児 １・２歳児 

保育園 ２３ ― １，２５８ １７４ ７１３ ２，１４５ ２，１４５ 

認定こども園 １０ １，０３８ ６７７ ６０ ２６８ ２，０４３ ２，３８６ 

地域型保育 ９ ― ― ４４ ９１ １３５ １４５ 

合計 4２ １，０３８ １，９３５ ２７８ １，０７２ ４，３２３ ４，６７６ 
        

増減 0 ▲３０ 0 ８ １４ ▲８ ２７ 

 


